
石 川 県 珠 洲 市 補 正 予 算 書

令 和 ６ 年 ９ 月

令 和 ６ 年 度



（単位：千円）

補 正 前 の 額 補  正  額 計

74,254,637   　 4,609,546 78,864,183   

1,807,191    　 － 1,807,191    

2,869,258    　 260,028 3,129,286    

293,869      　 － 293,869      

25,920       10,050 35,970       

4,996,238    　 270,078 5,266,316    

4,497,008    　 1,800 4,498,808    

2,442,186    　 26,173 2,468,359    

2,284,220    　 871,758 3,155,978    

9,223,414    　 899,731 10,123,145   

88,474,289   　 5,779,355 94,253,644   

令 和 ６ 年 度 珠 洲 市 補 正 予 算 一 覧 表

会　　計    名

一 般 会 計

特

別

会

計

国 民 健 康 保 険

介 護 保 険

後 期 高 齢 者 医 療

賃 貸 住 宅 事 業

小      計

企

業

会

計

病 院 事 業

水 道 事 業

下 水 道 事 業

小      計

合        計



一 般 会 計



議案第３４号

　令和６年度珠洲市の一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

　（地方債の補正）

令和６年９月３日提出

珠洲市長　泉谷　満寿裕

－ 1 －

第２条　地方債の追加及び変更は、「第２表　地方債補正」による。

令和６年度珠洲市一般会計補正予算（第４号）

　予算の総額を歳入歳出それぞれ７８，８６４，１８３千円と定める。

　は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４，６０９，５４６千円を追加し、歳入歳出

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額



－ 2 －

478,412

5,125,301

9,958,952

3,160,375

6,385,191

478,342

252,531 252,616

477,938

6,396,627

4,647,363

368,012 3,528,387

484,818

252,616

85

 14 国庫支出金 26,193,010 1,830,105

22,567,457 43,748  2 国庫補助金

款 項 補正前の額 補正額

第１表　　　　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

歳　入
（単位：千円）

22,611,205

計

26,146,300

1,921,900

70

5,121,061

70

24,224,400

484,888

  1 寄附金

379,448

74,254,637

  1 国庫負担金 3,622,732

9,579,504

24,224,400  1 市債

  1 県負担金

252,531

78,864,183

  4 雑入

1,786,357

 15 県支出金

11,436

1,921,900

4,609,546

28,023,115

5,409,089

85

26,146,300

4,643,123 477,938

 18 繰入金

 17 寄附金

  2 県補助金

  1 基金繰入金

 21 市債

 20 諸収入

　　歳　　入　　合　　計　　



  1 土木管理費 75,457 23 75,480

  5 災害救助費

  2 清掃費 1,270,138

44,831,284

  1 保健衛生費

105,233

  4 衛生費

260,360

  1 総務管理費 3,402,571 4,204

補正前の額 補正額 計

56,280

歳　出
（単位：千円）

款 項

  3 戸籍住民基本台帳費 76,856 6,644 83,500

3,770,296

3,406,775

  2 総務費 3,714,016

  1 社会福祉費 1,608,190 23,748 1,631,938

  2 徴税費 189,021 45,432 234,453

  3 生活保護費 159,684 20,475 180,159

  3 民生費 6,168,279 416,411 6,584,690

45,195,627

591,584 4,176 595,760

53,620 313,980

1,375,371

3,804,633 368,012 4,172,645

  3 水道費 180,981 569 181,550

364,343

648,789 204,921 853,710

  6 農林水産業費 2,701,375 17,333 2,718,708

  4 病院費

2,398,400

  2 林業費 95,160 2,475 97,635

1,696,823

  1 商工費 1,696,670 153 1,696,823

  2 児童福祉費

  7 商工費 1,696,670 153

  1 農業費 2,383,542 14,858

  8 土木費 943,174 949,378 1,892,552

－ 3 －



（単位：千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

  5 都市計画費 443,808 879,758 1,323,566

  6 住宅費 150,179 69,597 219,776

  9 消防費 633,534 10,000 643,534

  1 消防費 633,534 10,000 643,534

 10 教育費 1,131,163 1,975 1,133,138

  2 小学校費 191,882 375 192,257

  4 社会教育費 173,447 1,600 175,047

 11 災害復旧費 10,583,451 2,793,673 13,377,124

  1 公共土木施設災害復旧費 3,750,000 800,000 4,550,000

  2 農林水産施設災害復旧費 5,003,000 1,500 5,004,500

  3 教育施設災害復旧費 906,348 1,673,863 2,580,211

  4 その他施設災害復旧費 924,103 318,310 1,242,413

　　歳　　出　　合　　計　　 74,254,637 4,609,546 78,864,183

－ 4 －



第２表

１ 追　加
（単位：千円）

２　変　更
（単位：千円）

－ 5 －

償 還 の 方 法利 率

65,000

473,200

省略

災害用備蓄物資保管用倉庫
設置事業

10,000 普通貸借

又は

証券発行

5.0％以内
（ただし、利率
見直し方式で借
り入れる資金に
ついて、利率の
見直しを行った
後においては、
当該見直し後の
利率）

　借入先の融資条件による。
　ただし、市財政その他の都
合により据置期間及び償還期
限を短縮し、もしくは繰上償
還又は低利に借換することが
できる。

令和6年災害復旧事業費
（福祉施設）

258,300

補　　正　　前

令和6年災害復旧事業費
（消防施設）

57,400

55,000

令和6年災害復旧事業費
（産業振興施設）

300,000

省略

274,200

108,100

令和6年災害復旧事業費
（学校施設）

68,800 626,200

方法　 方法　

令和6年災害復旧事業費
（保健衛生施設）

25,900 35,000

起債の
利　率

償還の

方法　 方法　

令和6年災害復旧事業費
（観光施設）

60,000 81,800

令和6年災害復旧事業費
（住宅施設）

令和6年災害復旧事業費
（総務施設）

73,200 98,600

補　　正　　後

起 債 の 目 的
限度額

起債の
利　率

償還の
限度額

臨時財政対策債 14,500

令和6年災害復旧事業費
（公共土木施設）

令和6年災害復旧事業費
（下水道施設）

929,300

0

13,300

598,500 728,500

地 方 債 補 正

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法

県営ため池等整備事業費負担金 9,700



介 護 保 険 特 別 会 計



議案第３５号

　（歳入歳出予算の補正）

令和６年９月３日提出

珠洲市長　泉谷　満寿裕

－ 7 －

令和６年度珠洲市介護保険特別会計補正予算（第２号）

　令和６年度珠洲市の介護保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２６０，０２８千円を追加し、歳入歳出予算の

　総額を歳入歳出それぞれ３，１２９，２８６千円と定める。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

　は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。



483,965  7 繰入金

  2 基金繰入金 60,587 1,820 62,407

  1 繰越金 1 244,769

  8 繰越金 1 244,769 244,770

  2 徴収費 450 39

9,685 918,054

補正前の額 補正額 計

20,348 1,527 21,875

423,378

款 項 補正前の額 補正額 計

1,527 418,245416,718

9,685 456,918

第１表　　　　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

歳　入
（単位：千円）

  3 国庫支出金 908,369

  2 国庫補助金 447,233

4,047 488,012

  5 県支出金

2,227 425,605

  2 県補助金

  1 一般会計繰入金

244,770

　　歳　　入　　合　　計　　 2,869,258 260,028 3,129,286

25,112

款 項

  1 総務費 39,739 699

  2 保険給付費 2,772,359 7,934 2,780,293

40,438

  1 総務管理費 24,452 660

  3 地域支援事業費 133,882 7,934 141,816

  4 諸支出金 57,056

  1 償還金及び還付加算金 57,056 251,395 308,451

－ 8 －

歳　出
（単位：千円）

　　歳　　出　　合　　計　　 2,869,258 260,028 3,129,286

251,395 308,451

489



賃 貸 住 宅 事 業 特 別 会 計



議案第３６号

　（歳入歳出予算の補正）

令和６年９月３日提出

珠洲市長　泉谷　満寿裕

－ 9 －

令和６年度珠洲市賃貸住宅事業特別会計補正予算（第１号）

　令和６年度珠洲市の賃貸住宅事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１０，０５０千円を追加し、歳入歳出予算の総額

　を歳入歳出それぞれ３５，９７０千円と定める。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

　は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。



　　歳　　入　　合　　計　　

  1 住宅管理費 24,100 10,050

10,050 34,150

34,150

25,920 10,050 35,970

25,920 10,050 35,970

  1 繰入金 － 10,050 10,050

計

  3 繰入金 － 10,050 10,050

第１表　　　　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

歳　入
（単位：千円）

歳　出
（単位：千円）

款 項 補正前の額 補正額

款 項 補正前の額 補正額 計

  1 住宅管理費 24,100

－ 10 －

　　歳　　出　　合　　計　　



病 院 事 業 会 計



議案第３７号

（総　　則）

第１条　令和６年度珠洲市病院事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第２条　令和６年度珠洲市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的収入

　及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（　　計　　）

第１款 千円 千円 千円

　第２項 千円 千円 千円

　第３項 千円 千円 千円

第１款 千円 千円 千円

　第１項 千円 千円 千円

（他会計からの補助金）

第３条　予算第８条中「８３，４５５千円」を「２８８，３７６千円」に改める。

珠洲市長　泉 谷　満 寿 裕

令和６年９月３日提出

医 業 費 用 ３,４８９,６０４ １,８００ ３,４９１,４０４

支 出

病 院 事 業 費 用 ３,６２１,１４５ １,８００ ３,６２２,９４５

特 別 利 益 ５１１ １３１,８１５ １３２,３２６

医 業 外 収 益 ４９２,０３１ ２０５,８２１ ６９７,８５２

－ 11 －

令和６年度珠洲市病院事業会計補正予算（第２号）

（ 科 目 ） （既決予定額） （補正予定額）

収 入

病 院 事 業 収 益 ２,６９０,００９ ３３７,６３６ ３,０２７,６４５



水 道 事 業 会 計



議案第３８号

（総　　則）

第１条　令和６年度珠洲市水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第２条　令和６年度珠洲市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的収入及び支出の

　予定額を次のとおり補正する。

（　　計　　）

第１款 千円 千円 千円

　第１項 千円 千円 千円

第１款 千円 千円 千円

　第１項 千円 千円 千円

　第２項 千円 千円 千円

（資本的収入及び支出）

（　　計　　）

第１款 千円 千円 千円

　第２項 千円 千円 千円

第１款 千円 千円 千円

　第１項 千円 千円 千円

（一時借入金）

第４条　一時借入金の限度額は、１，５００，０００千円と定める。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第５条　予算第６条に定めた経費の金額を次のように改める。

（　　計　　）

千円 千円 千円

珠洲市長 泉 谷 満 寿 裕

令和６年９月３日提出

－ 13 －

他 会 計 負 担 金 ８,９６５ ４６７ ９,４３２

上水道事業資本的支出 １,８５１,６７７ １,７７３

上 水 道 建 設 改 良 費 １,６４５,５１８ １,７７３ １,６４７,２９１

支 出

（ 科 目 ） （既決予定額） （補正予定額）

１,８５３,４５０

収 入

上水道事業資本的収入 １,３７２,７９９

第３条　予算第４条中「４７８，８７８千円」を「４８０，１８４千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を

　次のとおり補正する。

上 水 道 営 業 費 用 ５６５,３７６ ９,４００ ５７４,７７６

上 水 道 営 業 外 費 用 ２５,１３３ １５,０００ ４０,１３３

支 出

上 水 道 事 業 費 用 ５９０,５０９ ２４,４００ ６１４,９０９

４０８,８１０ １０２ ４０８,９１２

上 水 道 営 業 収 益 ２２１,４９５ １０２ ２２１,５９７

令和６年度珠洲市水道事業会計補正予算（第２号）

（ 科 目 ） （既決予定額） （補正予定額）

収 入

上 水 道 事 業 収 益

４６７ １,３７３,２６６

（補正予定額）

職 員 給 与 費 ７６,５４４ ６,７６０ ８３,３０４

（ 科 目 ） （既決予定額）



下 水 道 事 業 会 計



議案第３９号

（総　　則）

第１条　令和６年度珠洲市下水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第２条　令和６年度珠洲市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的収入及び

　支出の予定額を次のとおり補正する。

（　　計　　）

第１款 千円 千円 千円

　第２項 千円 千円 千円

第１款 千円 千円 千円

　第１項 千円 千円 千円

　第２項 千円 千円 千円

（資本的収入及び支出）

第３条　予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（　　計　　）

第１款 千円 千円 千円

　第１項 千円 △ 千円 千円

　第２項 千円 千円 千円

　第４項 千円 千円 千円

第１款 千円 千円 千円

　第１項 千円 千円 千円

（企業債）

第４条　予算第６条に定めた企業債を次のとおり改める。

（単位：千円）

－ 15 －

支 出

１,５０９,７７７ ８４４,０１２ ２,３５３,７８９資 本 的 支 出

負 担 金 等

企 業 債 ５４５,１００ １２９,３００ ４１５,８００

他 会 計 出 資 金 １５,９５８ ９３０,３１２ ９４６,２７０

収 入

１,２６８,０８７ ８４４,０１２ ２,１１２,０９９

４８,３９７ １４,６７０ ６３,０６７

営 業 費 用 ７２６,０４６ １３,０７６ ７３９,１２２

営 業 外 費 用

（ 科 目 ） （既決予定額） （補正予定額）

２７,７４６ ６７０,６６９

支 出

下 水 道 事 業 費 用 ７７４,４４３ ２７,７４６ ８０２,１８９

２７,７４６ ８０２,１８９

営 業 外 収 益 ６４２,９２３

資 本 的 収 入

令和６年度珠洲市下水道事業会計補正予算（第２号）

（ 科 目 ） （既決予定額） （補正予定額）

収 入

下 水 道 事 業 収 益 ７７４,４４３

４,４８１ ４７,４８１４３,０００

１,８１５,９３３建 設 改 良 費 ９７１,９２１ ８４４,０１２

起債の方法 利率 償還の方法 限　度　額 起債の方法 利率 償還の方法

起　　　債
の　目　的

補　正　前 補　正　後

限　度　額

災 害 復 旧 債 ２４４，８００ 省　　略 １１５，５００ 省　　略

（一時借入金）

第５条　予算第７条中「２００，０００千円」を「１，５００，０００千円」に改める。　



（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第６条　予算第８条に定めた経費の金額を次のように改める。

（　　計　　）

千円 千円 千円

（他会計からの補助金）

第７条　予算第９条中「４０３，８２５千円」を「４３１，５７１千円」に改める。

－ 16 －

職 員 給 与 費 ２１,３７４ ３,０７６ ２４,４５０

令和６年９月３日提出

珠洲市長 泉 谷 満 寿 裕

（ 科 目 ） （既決予定額） （補正予定額）


